
２３府政科技第４９号

平 成 ２ ３ 年 ２ 月 １ 日

経済産業大臣 殿

原子力委員会委員長

原子燃料工業株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の

変更許可について（答申）

平成２２年６月２１日付け平成21・06・04原第34号（平成２３年１月１４日付

け平成21・06・04原第34号をもって一部補正）をもって諮問のあった標記の件に

係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）

第１６条第３項において準用する法第１４条第１項第１号及び第２号（経理的基

礎に係る部分に限る。）に規定する許可の基準の適用については、別紙のとおり

妥当と認める。



（別紙）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第１６条第３項にお

いて準用する同法第１４条第１項第１号及び第２号（経理的基礎に係る部分

に限る。）に規定する許可の基準への適合について

１．本申請に係る主な変更について

（１）加工の事業の変更許可内容の一部取りやめ

・現行の加工の事業の変更許可の内容のうち、入出荷ヤードⅠのペレット輸送物保

管設備、入出荷ヤードⅡの集合体輸送物保管設備及び運搬設備の設置の取りやめ

（２）建物の変更

・加工工場の南西側に容器保管室を設置

・廃棄物倉庫Ⅱの北側及び東側に遮へい壁を設置

（３）貯蔵施設の変更

・加工工場の集合体貯蔵エリアⅠに地下式集合体貯蔵設備を設置

・容器保管室にペレット輸送物保管設備、集合体輸送物保管設備及び運搬設備を設

置

（４）廃棄施設の変更

・廃棄物倉庫Ⅱにおける再生濃縮ウランで汚染された廃棄物の最大保管廃棄能力及

び保管場所を変更

（５） その他の変更

・加工工程に燃料棒の状態でヘリウムリーク試験等の検査を行う工程を追加等

２．許可の基準への適合について

（１）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第

１４条第１項第１号（加工の能力）

本申請は核燃料物質の加工の能力を変更するものではなく、本申請のとおり許可して

も、加工事業者の加工の能力が核燃料物質の需要に比して著しく過大になることはない

と認められるとした経済産業大臣の判断は妥当である。

（２）法第１４条第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。）

本申請に係る工事に要する費用は、自己資金により充当する計画であり、その確保に

見通しがあることから、加工の事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があると認め

られるとした経済産業大臣の判断は妥当である。


